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◇◆◇ 今号の掲載内容 ◇◆◇ 

Ⅰ．障害福祉制度・施策関連情報  

1 厚生労働省 平成 29年度予算概算要求の内容を公表 …P. 1   

2 
厚生労働省 平成 28年度第二次補正予算案を公表 

～障害福祉サービス等の基盤の整備推進、防犯対策の強化で 118億円を要求～ 
…P. 9 

3 
厚生労働省「相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止対策チーム」 

第２回会合が開催される 
…P.10 

4 
全社協中央福祉学院「平成 28年度『社会福祉法人経営者研修会～経営管理コース～』」 

（９月 28日（水）～30日（金）開催）受講申込受付中です 
…P.10 

Ⅰ．障害福祉制度・施策関連情報 

１．厚生労働省 平成 29年度予算概算要求の内容を公表 

 

 厚生労働省は8月26日（金）、平成29年度の「予算概算要求」の内容を公表しました。 

 厚生労働省全体の平成29年予算概算要求額は31兆1,217億円であり、平成28年度当初予算額（30兆

3,110億円）より2.7%（8,108億円）の増額となっています。 

 以下に示すように平成29年度の障害保健福祉部の概算要求も増額となっていますが、８月２日に閣

議了解された「平成29年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について」では昨年示された「経

済・財政再生計画」の枠組みの下、歳出全般にわたって平成25年度予算から平成28年度予算までの安

倍内閣の歳出改革の取組を強化するとともに、施策の優先順位を洗い直し、無駄を徹底して排除しつ

つ、予算の中身を大胆に重点化するとされており、引き続き手を緩めることなく歳出改革に取り組む

ことが示されています。  

 省全体の概算要求の中で、年金・医療等に係る経費については、前年度当初予算における年金・医

療費等に係る経費に相当する額に高齢化等に伴う増加額として6,400億円を加算した額の範囲内におい

て要求するとされており、これらのことから障害福祉分野にとっても厳しい情勢にあるといえます。 

 以下、厚生労働省障害保健福祉部の概算要求です。 
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平成２９年度 障害保健福祉部概算要求の概要 

（※〔 〕内の金額は平成28年度当初予算額） 

◆予算額 

（2８年度予算額）   （2９年度要求額） （対前年度増▲減額、伸率） 

１兆６，３４５億円→ １兆７，４３８億円（＋１，０９３億円、＋６．７％） 

 

◆障害福祉サービス関係費（自立支援給付費＋障害児措置費・給付費＋地域生活支援事業費） 

 

（2８年度予算額）    （2９年度要求額） （対前年度増▲減額、伸率） 

１兆１，５６０億円→ １兆２，４９２億円（＋ ９３２億円、＋８．１％） 

【主な事項】 

■ 良質な障害福祉サービス等の確保 １兆３０２億円 

■ 地域における障害児支援の推進 １，７６８億円 

■ 地域生活支援事業の着実な実施【一部新規】 ４８４億円 

■ 障害福祉サービス提供体制の整備 １００億円 

■ 障害者に対する良質かつ適切な医療の提供 ２，3２６億円 

■ 医療的ケア児に対する支援【新規】 ０.２億円 

■ 障害者自立支援機器の開発の促進【一部新規】 ２.９億円 

■ 芸術文化活動の支援の推進【一部新規】 ３.６億円 

■ 長期入院の精神障害者の地域移行・地域定着支援の推進【新規】 ４.８億円 

■ 依存症対策の推進【一部新規】 ５.３億円 

■ 発達障害児・発達障害者の支援施策の推進【一部新規】 ２.１億円 

■ 農福連携による障害者の就農促進【一部新規】 ２.１億円 

■ 障害福祉サービス事業所などの災害復旧経費（復興） １４億円 

■ 被災地心のケア支援体制の整備（一部復興） １４.4億円 

※ （復興）と記載のあるものは、「東日本大震災復興特別会計」計上項目 

 

 障害児・障害者の社会参加の機会の確保及び地域社会における共生を支援するため、障害福祉サー

ビスの充実及び地域生活支援事業の着実な実施、並びに就労支援、精神障害者や発達障害者などへの

支援施策を推進する。 

 

１ 障害福祉サービスの確保、地域生活支援などの障害児・障害者支援の推進 

 １兆７，１７２億円〔1兆６、３７５億円〕 

 

○ 障害福祉サービスの確保、地域生活支援等 

（１）良質な障害福祉サービス等の確保       １兆３０２億円〔９，７０１億円〕 

    障害児・障害者が地域や住み慣れた場所で暮らすために必要な障害福祉サービスを総合的に 

   確保する。 

（２）地域における障害児支援の推進 

          １，７６８億円（うち障害福祉サービス関係費は１，７０６億円） 

〔１，４５８億円（うち障害福祉サービス関係費は１，３９５億円）〕 
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    障害のある児童が、できるだけ身近な地域で、障害の特性に応じた療育などの支援を受けら 

   れるよう、それに係る必要な経費を確保する。 

（３）地域生活支援事業の着実な実施【一部新規】(一部推進枠)    ４８４億円〔４６４億円〕 

    意思疎通支援や移動支援など障害児・障害者の地域生活を支援する事業について、必要額を 

   確保しつつ、事業の着実な実施を図る。 

（４）障害児・障害者への福祉サービス提供体制の基盤整備（社会福祉施設等施設整備費） 

   （一部推進枠）                        １００億円〔７０億円〕 

    障害者の社会参加支援や地域生活支援を更に推進するため、就労移行支援、就労継続支援事 

   業等を行う日中活動系事業所やグループホーム等の整備促進を図るとともに、障害児支援の充 

   実を図るため、地域の障害児支援の拠点となる児童発達支援センター等の整備やきめ細やかな 

   支援を行うための小規模な形態による体制の整備を推進する。 

    また、国土強靱化基本計画を踏まえ、自力避難が困難な障害児・障害者が利用する施設の安 

   全・安心を確保するため耐震化整備を促進するとともに、スプリンクラー整備や防犯体制の強 

   化を推進する。 

    さらに、長期入院精神障害者の地域移行を進める観点からも、グループホームの設置を一層 

   推進する。 

 

（５）障害児・障害者への良質かつ適切な医療の提供      ２，３２６億円〔２，３０１億円〕 

    心身の障害の状態を軽減し、自立した日常生活等を営むために必要な自立支援医療（精神通 

   院医療、身体障害者のための更生医療、身体障害児のための育成医療）を提供する。 

 

（６）特別児童扶養手当、特別障害者手当等         １，６４１億円〔１，６０３億円〕 

    特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の支給を行う。 

 

（７）障害児・障害者虐待防止などに関する総合的な施策の推進 

  ① 障害者虐待防止の推進          

地域生活支援事業（４８４億円）の内数〔地域生活支援事業（４６４億円）の内数〕 

    都道府県や市町村で障害児・障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切 

   な支援を行うため、地域の関係機関の協力体制の整備、家庭訪問、関係機関職員への研修等を 

   実施するとともに、障害児・障害者虐待の通報義務等の制度の周知を図ることにより、支援体 

   制の強化を図る。 

  ② 障害児・障害者虐待防止・権利擁護に関する人材養成の推進 

１４百万円〔１４百万円〕 

    国において、障害児・障害者の虐待防止や権利擁護に関して各都道府県で指導的役割を担う 

   者を養成するための研修等を実施する。 

 

（８）重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援        １１億円〔１１億円〕 

    重度障害者の地域生活を支援するため、重度障害者の割合が著しく高いこと等により訪問系 

   サービスの給付額が国庫負担基準を超えている市町村に対する補助事業について、小規模な市 

   町村に重点を置いた財政支援を行う。 
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（９）強度行動障害を有する者の支援を行う職員の育成 

   地域生活支援事業（４８４億円）の内数〔地域生活支援事業（４６４億円）の内数〕 

   強度行動障害を有する者等に対し、適切な支援を行う職員の人材育成を進めるため、都道府県 

  による強度行動障害支援者養成研修（基礎研修及び実践研修）を実施する。 

 

（10）医療的ケア児に対する支援【新規】（推進枠）         ２４百万円〔－〕 

    日中一時支援及び障害児通所支援事業所等において医療的ケア児の受け入れを促進し、必要 

   な支援の提供が可能となる体制を整備する。 

 

 

（11）障害福祉人材の処遇改善への対応【事項要求】 

    障害福祉人材の処遇について、介護人材と同様の考え方に立って対応する。 

 

 ○ 障害児・障害者の自立及び社会参加の支援等 

（１）障害者自立支援機器の開発の促進【一部新規】（一部推進枠）  ２．９億円〔１．６億円〕 

    多様な障害者のニーズを的確にとらえた就労支援機器などの開発（実用的製品化）の促進を 

   図るとともに、開発企業に対する補助率のかさ上げを行う。 

 

（２）芸術文化活動の支援の推進【一部新規】（一部推進枠）     ３．６億円〔１．５億円〕 

   芸術文化活動を通した障害者の社会参加を一層推進するため、障害者の芸術文化活動への支援 

  方法や著作権の権利保護等に関する相談支援などを全国に展開するための支援等を実施する。 

 

（３）障害児・障害者の社会参加の促進【一部新規】（一部推進枠）     ３２億円〔２７億円〕 

    視覚障害者に対する点字情報等の提供、手話通訳技術の向上、盲ろう者向け通訳・介助員養 

   成等を支援し、障害児・障害者の社会参加の促進を図る。 

 

２ 地域移行・地域定着支援などの精神障害者施策の推進        ２１９億円〔２０４億円〕 

 （※地域生活支援事業及び社会福祉施設等施設整備費計上分を除く） 

 

（１）長期入院の精神障害者の地域移行・地域定着支援の推進 

  【一部新規】（一部推進枠） 

４．８億円及び 

地域生活支援事業（４８４億円）の内数、 

〔８０百万円及び地域生活支援事業（４６４億円）の内数〕 

    「入院医療中心から地域生活中心へ」という基本理念に基づき、都道府県において、精神障 

   害者の地域移行を支援する体制を整備するため広域調整及び関係機関との連携等を一層推進す 

   る。 

    さらに、「長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会」の取りまとめ 

   で提示された精神障害者の地域移行方策及び病院の構造改革に係る取組を各都道府県等で総合 

   的に実施するとともに、その取組を共有し、精神科病院からの退院患者を受け入れるグループ 

   ホームの整備を図り、精神障害者の退院促進や地域定着を推進する。 
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    また、難治性患者に対して専門的な治療を実施するために、医療機関間のネットワークの構 

   築等による支援体制のモデル事業を行う。 

 

（２）精神科救急医療体制の整備                    １６億円〔１４億円〕 

    精神疾患のある救急患者や精神疾患と身体疾患を併発している救急患者が地域で適切に救急 

   医療を受けられるよう引き続き体制を整備する。 

 

（３）地域で生活する精神障害者へのアウトリーチ（多職種チームによる訪問支援） 

体制の整備地域生活支援事業（４８４億円）の内数 

〔体制の整備地域生活支援事業（４６４億円）の内数〕 

   精神障害者の地域移行・地域生活支援の一環として、保健所等において、ひきこもり等の精神 

  障害者を医療へつなげるための支援や関係機関との調整を行うなど、アウトリーチ（多職種チー 

  ムによる訪問支援）を円滑に実施するための支援体制を確保する。 

 

（４）摂食障害治療体制の整備                    １１百万円〔１３百万円〕 

   摂食障害の治療を専門的に行っている医療機関を「摂食障害治療支援センター」として指定し、 

  関係機関との連携・調整等を試行的に実施するとともに、各支援センターで集積した知見の評価・ 

  検討を行う「摂食障害全国基幹センター」を設置し、摂食障害についての支援体制モデルの確立 

  を目指す。 

 

（５）災害時心のケア支援体制の整備【一部新規】 

６３百万円及び地域生活支援事業（４８４億円）の内数 

〔３１百万円及び地域生活支援事業（４６４億円）の内数〕 

    大規模自然災害・事故等における心のケアの対策を推進するため、災害派遣精神医療チーム 

   （DPAT）の司令塔機能を高め、災害等発生時の危機管理体制の強化を図る。 

    また、災害等によるストレス関連疾患に係るエビデンスの蓄積・分析など心のケアに関する 

   情報支援体制・分析基盤の整備を図り、地方自治体や関係機関に質の高い情報を提供する。 

 

（６）心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に関する医療提供体制の整備 

   の推進【一部新規】                      １８９億円〔１８５億円〕 

    心神喪失者等医療観察法を円滑に運用するために、指定入院医療機関の確保や通院医療を含 

   む継続的な医療提供体制を引き続き整備するとともに、災害発生時の医療体制について実行性 

   のあるガイドラインを作成する。 

    また、指定医療機関の医療従事者等を対象とした研修や指定医療機関相互の技術交流等のほ 

   か、さらなる医療の質の向上等を図るため、治療・退院が困難であるものが入院している指定 

   入院医療機関に対して専門家を派遣する。 

 

（７）てんかんの地域診療連携体制の整備                 ９百万円〔９百万円〕 

    てんかんの治療を専門的に行っている医療機関を「てんかん診療拠点機関」として指定し、 

   関係機関との連携・調整等を試行的に実施するとともに、各拠点機関で集積した知見の評価・ 

   検討を行う「てんかん全国医療拠点機関」を設置し、てんかんについての支援体制モデルの確 
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   立を目指す。 

（８）相談支援事業所等（地域援助事業者）における退院支援体制確保 

地域生活支援事業（４８４億円）の内数〔地域生活支援事業（４６４億円）の内数〕 

    医療保護入院者の地域生活への移行を促進する観点から、相談支援事業所等における退院支 

   援の体制整備を支援する。 

 

３ 発達障害児・発達障害者の支援施策の推進             ２．１億円〔２．０億円〕 

 （※地域生活支援事業計上分を除く） 

（１）発達障害児・発達障害者の地域支援機能の強化 

地域生活支援事業（４８４億円）の内数〔地域生活支援事業（４６４億円）の内数〕 

    乳幼児期から成人期までの一貫した発達障害に係る支援体制の整備や、困難ケースへの対応、 

   適切な医療の提供に資するため、地域の中核である発達障害者支援センター等に発達障害者地 

   域支援マネジャーを配置し、市町村や事業所等への支援、医療機関との連携強化を図る。 

    また、都道府県等において、ペアレント・プログラム（※１）等を通じた家族支援体制の整 

   備や発達障害特有のアセスメントツール（※２）の導入を促進する研修等を実施する。 

    さらに、発達障害者支援法の改正を踏まえ支援にあたる関係者等が相互の連絡を図ることに 

   より、地域における発達障害者の支援体制に関する課題について情報を共有し、関係者等の連 

   携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制整備について協議する発達障害者支援地 

   域協議会の設置について推進する。 

   ※1 ペアレント・プログラム：親が、自分の子どもの行動を観察して発達障害の特性を理解し 

     たり、適切な対応をするための知識や方法を学ぶための簡易なプログラム 

   ※2 アセスメントツール：発達障害を早期発見し、その後の経過を評価するための確認票のこ 

     と 

（２）発達障害児・発達障害者の支援手法の開発や支援に携わる人材の育成など 

   ① 支援手法の開発、人材の育成【一部拡充】          １．４億円〔１．３億円〕 

     発達障害者等を支援するための支援手法の開発、関係する分野との協働による支援、切れ 

    目のない支援等を整備するためのモデル事業を実施する。その際、発達障害者支援法の改正 

    を踏まえ新たに発達障害者の社会生活等の安定を目的として、当事者同士の活動や当事者、 

    その家族、地域住民等が共同で行う活動に対する効果的な支援手法の開発及びライフステー 

    ジを通じて、切れ目なく発達障害者の支援を効果的に行うため、医療、保健、福祉、教育、 

    労働等の分野間で連携した支援手法の開発を行う。 

     また、国立障害者リハビリテーションセンター等で、発達障害者の就労移行に関する支援 

    を行うとともに、発達障害者等支援の地域マネジメントに携わる者や強度行動障害者支援に 

    携わる者に対する研修を行い、人材の専門性の向上に取り組む。さらに、発達障害における 

    早期発見・早期支援の重要性に鑑み、かかりつけ医等の医療従事者に対して、対応力向上研 

    修を実施し、どの地域においても一定水準の発達障害の診療、対応が可能となるよう医療従 

    事者の育成に取り組む。 

    

   ② 発達障害に関する理解の促進                ６０百万円〔５３百万円〕 

     全国の発達障害者支援センターの中核拠点としての役割を担う、国立障害者リハビリテー 

    ションセンターに設置されている「発達障害情報・支援センター」で、発達障害に関する各 
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    種情報を発信し、支援手法の普及や国民の理解の促進を図る。さらに、「発達障害情報・支 

    援センター」の機能強化を図るとともに、新たに全国の研究者、有識者及び団体等と連携し 

    て、先進的研究やその活用による支援の情報分析及び情報発信を行うことにより、全国の発 

    達障害者支援の質的・量的な向上及び地域差の解消を図る。 

     また、「世界自閉症啓発デー」(毎年４月２日) などを通じて、自閉症をはじめとする発達 

    障害に関する正しい理解と知識の普及啓発を行う。  

 

（３）発達障害の早期支援          

地域生活支援事業（４８４億円）の内数〔地域生活支援事業（４６４億円）の内数〕 

    市町村で、発達障害等に関して知識を有する専門員が保育所等を巡回し、施設のスタッフ 

   や親に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う。 

 

４ 障害者に対する就労支援の推進                  １３億円〔１０．９億円〕 

 （※地域生活支援事業計上分を除く） 

 

（１）工賃向上等のための取組の推進【一部新規】(一部推進枠)      ２．３億円〔２．３億円〕 

    一般就労が困難な障害者の自立した生活を支援する観点から、就労継続支援B 型事業所など 

   に対し、経営改善や商品開発、市場開拓等に対する支援を行うとともに、在宅障害者に対する 

   ICT を活用した就業支援体制の構築に向けたモデル事業を実施する。 

    また、共同受注窓口における関係者による協議体を設置し、企業等と障害者就労施設等との 

   受発注のマッチングを促進することにより、障害者就労施設等に対する官公需や民需の増進を 

   図る。 

 

（２）障害者就業・生活支援センター事業の推進            ８．２億円〔７．５億円〕 

    就業に伴う日常生活の支援を必要とする障害者に対し、窓口での相談や職場・家庭訪問等に 

   よる生活面の支援などを実施する。 

    また、就労継続支援事業の利用から一般就労への移行や、加齢や重度化による一般就労から 

   就労継続支援事業の利用への移行など障害者の能力に応じた就労の場に移行できるようにする 

   ための支援を行う。 

 

（３）農福連携による障害者の就農促進（推進枠）           ２．１億円〔１．１億円〕 

    農業分野での障害者の就労を支援し、障害者の職域拡大や収入拡大を図るとともに、農業の 

   担い手不足解消につなげるため、障害者就労施設へ農業の専門家の派遣、農業に取り組む障害 

   者就労施設によるマルシェの開催等の支援を実施する。 

 

（４）就労支援の充実強化           

地域生活支援事業（４８４億円）の内数〔地域生活支援事業（４６４億円）の内数〕 

    就労支援を行う事業所のノウハウの充実を図り、企業等での就労を希望する障害者への支援 

   を強化するとともに、企業等で働く障害者のための交流や生活面の相談支援の場 

   の提供等により障害者の就労支援を推進する。 
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（５）障害者の介護人材等の育成支援【新規】（推進枠）           ３０百万円〔－〕 

    障害者の介護事業所等への就職を支援するとともに、介護人材等の確保にも資するよう、知 

   的障害者や精神障害者などを対象とした研修カリキュラムの策定及び研修の実施、ハローワー 

   クと連携した研修受講後の就職支援等を実施する。 

 

５ 依存症対策の推進                              ５．3 億円 

（１）全国拠点機関における依存症医療・支援体制の整備【一部新規】（一部推進枠） 

６０百万円 

    薬物・アルコール等の依存症対策の全国拠点機関を指定し、地域における指導者の養成や依 

   存症回復施設職員への研修、都道府県等に対する情報提供等を実施し、依存症医療・支援体制 

   の整備を推進する。 

 

（２）地域における依存症の支援体制の整備【一部新規】（一部推進枠）       ４．５億円 

    都道府県等において、地域における人材養成や、相談拠点機関の充実、専門医療機関の指定 

   等、民間団体等の関係機関と連携した地域の支援体制づくりのための取組を推進する。 

 

（３）依存症に関する普及啓発                          １６百万円 

  依存症の正しい理解を広めるための普及啓発を実施する。 

 

６ 東日本大震災や熊本地震からの復旧・復興への支援           ３１億円〔３０億円〕 

（１）障害福祉サービス事業所等の災害復旧に対する支援（復興）      １４億円〔１４億円〕 

    東日本大震災で被災した障害福祉サービス事業所等のうち、各自治体の復興計画で、平成2 

   ９年度に復旧が予定されている事業所等の復旧に必要な経費について、財政支援を行う。 

 

（２）障害福祉サービスの再構築支援（復興）                 ３億円〔３億円〕 

    被災地の障害者就労支援事業所の業務受注の確保、流通経路の再建の取組や障害福祉サービ 

   ス事業所等の事業再開に向けた体制整備等に必要な経費について、財政支援を行う。 

 

（３）帰還困難区域等での障害福祉制度の特別措置（復興）       １６百万円〔１６百万円〕 

    東京電力福島第一原発の事故により設定された帰還困難区域等及び上位所得層を除く旧緊急 

   時避難準備区域等・旧避難指示解除準備区域等の住民について、障害福祉サービス等の利用者 

   負担の免除の措置を延長する場合には、市町村等の負担を軽減するための財政支援を実施して 

   おり、平成２９年度についても、被災地の状況等を踏まえつつ、予算編成過程で検討する。 

 

（４）被災地心のケア支援体制の整備（一部復興）          １４．４億円〔１４億円〕 

    東日本大震災及び熊本地震による被災者の心のケア等を継続的に実施するため、被災県に設 

   置している｢心のケアセンター｣において、精神保健福祉士等の専門職種による仮設住宅等への 

   訪問相談、アウトリーチによる医療の提供支援等を行うための体制整備を支援する。 
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２．厚生労働省 平成 28年度第二次補正予算案を公表 

  ～障害福祉サービス等の基盤の整備推進、防犯対策の強化で 118億円を要求～ 

 

 厚生労働省は８月 24日（水）、平成 28年度第二次補正予算案を公表しました。 

 第二次補正予算案の総額は 5,968億円（特別会計 52億円含む）です。「一億総活躍社会の加速」、「21

世紀型のインフラ整備」、「英国のＥＵ離脱に伴うリスクへの対応や中小企業、地方等の支援」、「熊本

地震や東日本大震災からの復興や防犯対応の強化」の４つの柱が上げられていますが障害福祉関係で

は、「障害福祉サービス等の基盤の整備推進、防犯対策の強化」に 118億円、熊本地震からの復旧・復

興に係る予算として「被災者見守り・相談支援事業」に 4.3億円、「医療施設、社会福祉施設等の災害

復旧等」に 174億円が要求されています。 

 「障害福祉サービス等の基盤の推進、防犯対策の強化」では、津久井やまゆり園の事件を受けた対

応として、非常通報装置・防犯カメラの設置等の必要な安全対策に要する費用についての補助が盛り

込まれています。 

 同補正予算案は秋の臨時国会において審議される予定です。 

 予算案の詳細は、以下の「平成 28年度厚生労働省第二次補正予算（案）の概要」および次ページの

ＵＲＬをご参照ください。 

 

平成２８年度厚生労働省第二次補正予算（案）の概要（抜粋） 
 

計 ５，６９８億円（うち特別会計５２億円） 
 

第１ 一億総活躍社会の実現の加速                      ４，４７７億円 

（１）安心して子どもを産み育てられる環境の整備                 ６２６億円 

（２）介護人材の確保、介護離職防止の推進等                   １６６億円 

○ 障害福祉サービス等の基盤の整備推進、防犯対策の強化            １１８億円 

障害者等のグループホームや就労支援事業所等の整備に要する費用について、補助を行う。 

また、障害者支援施設等の防犯対策を強化するため、非常通報装置・防犯カメラの設置や外 

   構等の設置・修繕などの必要な安全対策に要する費用について、補助を行う。 

（３）社会全体の所得と消費の底上げや働き方改革の実現            ３，６８５億円 
 

第２ 21世紀型のインフラ整備                          １２７億円 

（１）インフラ整備や海外展開支援                         ６０億円 

（２）生産性向上へ向けた取組の加速                        ６７億円 
 

第３ 英国の EU離脱に伴うリスクへの対応や中小企業、地方等の支援         ４０６億円 
 

第４ 熊本地震や東日本大震災からの復興や防災対応の強化           １，０３３億円 

（１）熊本地震からの復旧・復興                         ２７０億円 

○ 被災者見守り・相談支援等事業                       ４．３億円 

長期化する避難生活や応急仮設住宅への転居などの生活環境の変化に応じて、被災者が安心

した日常生活を営むことができるよう、相談員の巡回による見守りや相談支援等を行い、孤立

防止や地域コミュニティの再構築を支援する。 
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○ 医療施設、社会福祉施設等の災害復旧等  １７４億円（うち特別会計３．５億円） 

被災した医療施設、保健衛生施設、社会福祉施設等の復旧に要する費用について補助等を行

うとともに、被災した中小企業・小規模事業者の資金繰りの円滑化等に要する費用について、

日本政策金融公庫による低利融資を行う。 

※ 熊本地震の災害復旧等に対応するための財政投融資の追加  ９１億円 

（独）福祉医療機構 福祉貸付  ５０億円 

医療貸付  ４１億円 

（２）災害対応の強化・老朽化対策・防犯対策等                  ７６２億円 

 

［厚生労働省］ホーム＞政策について＞予算および決算・税制の概要＞予算＞平成 28 年度厚生労働

省第二次補正予算案の概要 

http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/16hosei/02index.html 

 

３.厚生労働省「相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止対策チーム」  

  第２回会合が開催される 

 

 厚生労働省は８月20日に相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策の協議を進

めることを目的とした「相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チーム」

（座長：山本輝之成城大学法学部教授）の第２回会合を開催しました。 

 ２回目となる今回の会合では、緊急措置入院や措置入院の運用に関する議論のほか、個人情報保護

との関係も踏まえながら、関係機関との情報共有に関する検討が必要ではないかという議論がありま

した。 

 特に、緊急措置入院や措置入院に関する運用については、自治体ごとにばらつきがあることから、

その標準化を図っていくことが必要ではないかという意見や、措置解除後の通院について、保健所等

の公的機関による訪問指導等と協働する必要があるのではないかという意見が出されました。 

 また、施設の防犯について、設置していた防犯カメラのモニター監視や夜間の体制がどうであった

かという点や、住民や警察との連携の在り方などの観点から、防犯対策や情報共有のあり方を検討す

るべきではないかという議論がありました。 

 

 次回は８月 30日（火）に開催予定です。 

 

[厚生労働省] ホーム > 政策について > 審議会・研究会等 > 障害保健福祉部が実施する検討会等 

 > 相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チームの開催について 

 > 『相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チーム（第２回）』 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai.html?tid=373375 

 

４．全社協中央福祉学院「平成 28年度『社会福祉法人経営者研修会～経営管理コース～』」 

  （９月 28日（水）～30日（金）開催）受講申込受付中です 

 

全社協中央福祉学院では、標記研修会を９月 28日（水）～30日（金）に開催いたします。 

改正社会福祉法の成立等、制度改革が進むなか、社会福祉法人が現在直面する状況を理解するとと

http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/16hosei/02index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai.html?tid=373375
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もに、社会福祉法人が果たすべき使命、さらには、地域の福祉文化をより豊かなものにするために、

社会福祉法人の経営者に求められる法人・施設運営に関する専門的知識及び技術の習得が目的です。 

本コースでは、地域公益活動に取り組む社会福祉法人の実践等からこれからの法人経営のあり方を

学ぶとともに、法令改正を踏まえた財務管理のポイント等について、講義と演習を通じて理解を深め

ます。詳細は以下ご参照ください。 

 

【日  程】 平成 28年 9月 28日(水)～30日(金) 

【会  場】 中央福祉学院（ロフォス湘南）神奈川県三浦郡葉山町上山口 1560-44 

【受 講 料】 25,700円（税込） 

【受講対象】 社会福祉法人の役員及び法人の運営に携わる方 

【申込期限】 平成 28年 9月 16日(金) （必着） 

【プログラム】 ①「社会福祉法人をめぐる現状と課題」 

                       厚生労働省社会･援護局 福祉基盤課 

②「社会福祉法人改革とこれからの法人経営」  

  全国社会福祉法人経営者協議会 地域公益活動推進委員会委員長  

                         浦野 正男 氏 

③「社会福祉法人の労務管理」 社会保険労務士  石井 孝治 氏  

④「社会福祉法人の財務管理と経営のあり方」 

独立行政法人 福祉医療機構 経営サポートセンター 

コンサルティンググループリーダー 千葉 正展 氏 

⑤「特別講義」 

社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス東埼玉総合病院 

北葛北部医師会 在宅医療連携拠点 菜のはな 中野 智紀 氏 

【問合せ先】 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 中央福祉学院／TEL:046-858-1355 

【受講案内・申込書のダウンロードはこちら】 

http://www.gakuin.gr.jp/training/course311.html 
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